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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダ孔を形成したクランプ本体と、シリンダ孔に可動に収容されたピストン部とこ
のピストン部からクランプ本体外まで延びる出力ロッドとを有するピストン部材と、シリ
ンダ孔に形成された流体圧作動室とを備えたクランプ装置において、
  前記ピストン部材のピストン部側部分の中心部分に端部開放状に形成されたロッド挿入
穴と、
  前記クランプ本体のうちの前記ピストン部における前記出力ロッドと反対側の端部に対
向しているヘッド側端壁部材にシリンダ孔内に突出状に設けられ且つ前記ロッド挿入穴に
挿入可能な補助ロッドと、
　前記ヘッド側端壁部材と補助ロッドの内部に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され
ると共に他端部が排気通路に接続された第１加圧エア通路と、
　前記ヘッド側端壁部材の内部に形成され且つ一端部に加圧エアが供給されると共に他端
部が排気通路に接続された第２加圧エア通路と、
  前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第１加圧エア通路
の途中部を開閉可能な第１開閉弁機構であって、前記ピストン部材がアンクランプ位置に
位置したときだけ閉弁される第１開閉弁機構と、
  前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第２加圧エア通路
の途中部を開閉可能な第２開閉弁機構であって、前記ピストン部材がクランプ位置に位置
したときだけ閉弁される第２開閉弁機構とを備えたことを特徴とするクランプ装置。
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【請求項２】
　前記第１，第２開閉弁機構は、前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材に形成された収
容穴と、この収容穴に可動に収容され且つ外周部に環状係合凹部を有する弁体と、前記補
助ロッドに可動に装着されて環状係合凹部に係合可能な複数の球体とを共有していること
を特徴とする請求項１に記載のクランプ装置。
【請求項３】
　前記ピストン部材が前記アンクランプ位置に位置した際に、前記弁体と複数の球体と前
記ロッド挿入穴の内周壁部の第１カム部とを介して、前記第１開閉弁機構を閉弁すると共
に前記第２開閉弁機構を開弁状態に保持するように構成したことを特徴とする請求項２に
記載のクランプ装置。
【請求項４】
　前記ピストン部材が前記クランプ位置に位置した際に、前記弁体と複数の球体と前記ロ
ッド挿入穴の内周壁部の第２カム部とを介して、前記第１開閉弁機構を開弁状態に保持す
ると共に前記第２開閉弁機構を閉弁するように構成したことを特徴とする請求項３に記載
のクランプ装置。
【請求項５】
　前記第１開閉弁機構は、前記収容穴内に固定されて前記弁体が部分的に挿入され且つ環
状弁座を有する弁座形成部材と、この弁座形成部材の内側において前記弁体に可動に装着
されて前記弁座形成部材の環状弁座に接近対向した可動弁体と、この可動弁体を閉弁側へ
付勢するスプリングと、前記可動弁体を開弁方向へ押動可能に前記弁体に形成された環状
段部とを備えていることを特徴とする請求項２に記載のクランプ装置。
【請求項６】
　前記第２開閉弁機構は、前記弁体の先端に形成した弁面と、この弁面に接近対向する弁
座であって前記収容穴の端部に螺合された弁座部材に形成された弁座とを備えていること
を特徴とする請求項５に記載のクランプ装置。
【請求項７】
　前記第１加圧エア通路のエア圧から前記ピストン部材がアンクランプ位置にあることを
検知するように構成したことを特徴とする請求項１に記載のクランプ装置。
【請求項８】
　前記第２加圧エア通路のエア圧から前記ピストン部材がクランプ位置にあることを検知
するように構成したことを特徴とする請求項１に記載のクランプ装置。
【請求項９】
　前記出力ロッドの進退動作に連動して前記出力ロッドをその軸心回りに設定角度旋回さ
せる旋回機構を備え、前記出力ロッドの先端部分にクランプアームを設けたことを特徴と
する請求項１に記載のクランプ装置。
【請求項１０】
　前記出力ロッドがピストン部から上方へシリンダ本体外まで伸びるように形成され、
　前記流体圧作動室がピストン部の下側のアンクランプ用流体圧作動室と、ピストン部の
上側のクランプ用流体圧作動室とからなることを特徴とする請求項９に記載のクランプ装
置。
【請求項１１】
　前記出力ロッドの外端部にヒンジ結合されたクランプアームと、このクランプアームの
途中部をクランプ本体に連結するリンク部材を備えたリンク式クランプ装置であることを
特徴とする請求項１に記載のクランプ装置。
【請求項１２】
　前記流体圧作動室がピストン部の下側のクランプ用流体圧作動室と、ピストン部の上側
のアンクランプ用流体圧作動室とからなることを特徴とする請求項１１に記載のクランプ
装置。
【請求項１３】
　シリンダ孔を形成したクランプ本体と、シリンダ孔に可動に収容されたピストン部とこ
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のピストン部からクランプ本体外まで延びる出力ロッドとを有するピストン部材と、シリ
ンダ孔に形成された流体圧作動室とを備えたクランプ装置において、
  前記ピストン部材のピストン部側部分の中心部分に端部開放状に形成されたロッド挿入
穴と、
  前記クランプ本体のうちの前記ピストン部における前記出力ロッドと反対側の端部に対
向しているヘッド側端壁部材にシリンダ孔内に突出状に設けられ且つ前記ロッド挿入穴に
挿入可能な補助ロッドと、
　前記ヘッド側端壁部材の内部に形成され且つ一端部に加圧エアが供給されると共に他端
部が排気通路に接続された第１加圧エア通路と、
　前記ヘッド側端壁部材と補助ロッドの内部に形成され且つ一端部に加圧エアが供給され
ると共に他端部が排気通路に接続された第２加圧エア通路と、
  前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第１加圧エア通路
の途中部を開閉可能な第１開閉弁機構であって、前記ピストン部材がアンクランプ位置に
位置したときだけ開弁される第１開閉弁機構と、
  前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第２加圧エア通路
の途中部を開閉可能な第２開閉弁機構であって、前記ピストン部材がクランプ位置に位置
したときだけ開弁される第２開閉弁機構とを備えたことを特徴とするクランプ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特にピストン部材がアンクランプ位置及びクランプ位置に位置したことを確
実に検知可能にしたクランプ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、機械加工に供するワーク等のクランプ対象物をクランプするクランプ装置は
、クランプ本体と、このクランプ本体に形成されたシリンダ孔に進退自在に装備されたピ
ストン部材と、このピストン部材を進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する為の流体
圧作動室等を備えている。
【０００３】
　ところで、上記クランプ装置のピストン部材の軸心方向の前進限界位置、後退限界位置
、途中位置等を検出する種々のロッド位置検知技術が実用化されている。
　例えば、特許文献１のクランプ装置は、流体圧シリンダに供給した流体圧を検出する圧
力センサと、流体圧シリンダのピストン部材から外部に突出させた操作ロッドの下端部の
被検出部の上昇位置と下降位置を検出する２つの位置センサとで、ピストンロッドの位置
を検出している。
【０００４】
　特許文献２のクランプ装置においては、流体圧シリンダの出力ロッドの昇降動作に連動
してエア通路を開閉する機構を、シリンダ本体の一端側の外部に設け、出力ロッドの上昇
位置と下降位置とを検出可能に構成してある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－８７９９１号公報
【特許文献２】特開２００３－３０５６２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１のクランプ装置では、流体圧シリンダのピストン部材から操作ロッドを外部
に突出させ、その操作ロッドの下端部に設けた被検出部の上昇位置と下降位置を２つの位
置センサで検出するため、流体圧シリンダの下側に被検出部の移動と位置センサの設置の
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ための検出スペースが必要となるため、クランプ装置が大型化する。
【０００７】
　特許文献２のクランプ装置では、出力ロッドの上昇位置と下降位置とを検出する機構を
クランプ本体の外側に構成する。そのため、特許文献１のクランプ装置と同様に、クラン
プ本体の外部に検出スペースが必要となるから、クランプ装置が大型化する。
【０００８】
　クランプ本体のシリンダ孔内のスペースを有効活用して位置検出用の開閉弁機構を装備
可能にすることが望ましいが、未だ提案されていない。また、クランプ本体を大型化する
ことなく、アンクランプ位置とクランプ位置の両方を確実に検知可能にすることが望まし
いが、未だ提案されていない。
【０００９】
　本発明の目的は、クランプ本体のシリンダ孔内のスペースとヘッド側端壁部材の内部の
スペースとを有効活用して位置検出用の開閉弁機構を装備可能にしたクランプ装置を提供
すること、クランプ本体を大型化することなく、アンクランプ位置とクランプ位置の両方
を確実に検知可能にしたクランプ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１のクランプ装置は、シリンダ孔を形成したクランプ本体と、シリンダ孔に可動
に収容されたピストン部とこのピストン部からクランプ本体外まで延びる出力ロッドとを
有するピストン部材と、シリンダ孔に形成された流体圧作動室とを備えたクランプ装置に
おいて、前記ピストン部材のピストン部側部分の中心部分に端部開放状に形成されたロッ
ド挿入穴と、前記クランプ本体のうちの前記ピストン部における前記出力ロッドと反対側
の端部に対向しているヘッド側端壁部材にシリンダ孔内に突出状に設けられ且つ前記ロッ
ド挿入穴に挿入可能な補助ロッドと、前記ヘッド側端壁部材と補助ロッドの内部に形成さ
れ且つ一端部に加圧エアが供給されると共に他端部が排気通路に接続された第１加圧エア
通路と、前記ヘッド側端壁部材の内部に形成され且つ一端部に加圧エアが供給されると共
に他端部が排気通路に接続された第２加圧エア通路と、
前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第１加圧エア通路の
途中部を開閉可能な第１開閉弁機構であって、前記ピストン部材がアンクランプ位置に位
置したときだけ閉弁される第１開閉弁機構と、前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の
内部に組み込まれ且つ前記第２加圧エア通路の途中部を開閉可能な第２開閉弁機構であっ
て、前記ピストン部材がクランプ位置に位置したときだけ閉弁される第２開閉弁機構とを
備えたことを特徴としている。
【００１１】
　請求項２のクランプ装置は、請求項１の発明において、前記第１，第２開閉弁機構は、
前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材に形成された収容穴と、この収容穴に可動に収容
され且つ外周部に環状係合凹部を有する弁体と、前記補助ロッドに可動に装着されて環状
係合凹部に係合可能な複数の球体とを共有していることを特徴としている。
【００１２】
　請求項３のクランプ装置は、請求項２の発明において、前記ピストン部材が前記アンク
ランプ位置に位置した際に、前記弁体と複数の球体と前記ロッド挿入穴の内周壁部の第１
カム部とを介して、前記第１開閉弁機構を閉弁すると共に前記第２開閉弁機構を開弁状態
に保持するように構成したことを特徴としている。
【００１３】
　請求項４のクランプ装置は、請求項３の発明において、前記ピストン部材が前記クラン
プ位置に位置した際に、前記弁体と複数の球体と前記ロッド挿入穴の内周壁部の第２カム
部とを介して、前記第１開閉弁機構を開弁状態に保持すると共に前記第２開閉弁機構を閉
弁するように構成したことを特徴としている。
【００１４】
　請求項５のクランプ装置は、請求項２の発明において、前記第１開閉弁機構は、前記収
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容穴内に固定されて前記弁体が部分的に挿入され且つ環状弁座を有する弁座形成部材と、
この弁座形成部材の内側において前記弁体に可動に装着されて前記弁座形成部材の環状弁
座に接近対向した可動弁体と、この可動弁体を閉弁側へ付勢するスプリングと、前記可動
弁体を開弁方向へ押動可能に前記弁体に形成された環状段部とを備えていることを特徴と
している。
【００１５】
　請求項６のクランプ装置は、請求項５の発明において、前記第２開閉弁機構は、前記弁
体の先端に形成した弁面と、この弁面に接近対向する弁座を有し且つ前記収容穴の端部に
螺合された弁座部材とを備えていることを特徴としている。
【００１６】
　請求項７のクランプ装置は、請求項１の発明において、前記第１加圧エア通路のエア圧
から前記ピストン部材がアンクランプ位置にあることを検知するように構成したことを特
徴としている。
【００１７】
　請求項８のクランプ装置は、請求項１の発明において、前記第２加圧エア通路のエア圧
から前記ピストン部材がクランプ位置にあることを検知するように構成したことを特徴と
している。
【００１８】
　請求項９のクランプ装置は、請求項１の発明において、前記出力ロッドの進退動作に連
動して前記出力ロッドをその軸心回りに設定角度旋回させる旋回機構を備え、前記出力ロ
ッドの先端部分にクランプアームを設けたことを特徴としている。
【００１９】
　請求項１０のクランプ装置は、請求項９の発明において、前記出力ロッドがピストン部
から上方へシリンダ本体外まで伸びるように形成され、前記流体圧作動室がピストン部の
下側のアンクランプ用流体圧作動室と、ピストン部の上側のクランプ用流体圧作動室とか
らなることを特徴としている。
【００２０】
　請求項１１のクランプ装置は、請求項１の発明において、前記出力ロッドの外端部にヒ
ンジ結合されたクランプアームと、このクランプアームの途中部をクランプ本体に連結す
るリンク部材を備えたリンク式クランプ装置であることを特徴としている。
【００２１】
　請求項１２のクランプ装置は、請求項１１の発明において、前記流体圧作動室がピスト
ン部の下側のクランプ用流体圧作動室と、ピストン部の上側のアンクランプ用流体圧作動
室とからなることを特徴としている。
　請求項１３のクランプ装置は、シリンダ孔を形成したクランプ本体と、シリンダ孔に可
動に収容されたピストン部とこのピストン部からクランプ本体外まで延びる出力ロッドと
を有するピストン部材と、シリンダ孔に形成された流体圧作動室とを備えたクランプ装置
において、前記ピストン部材のピストン部側部分の中心部分に端部開放状に形成されたロ
ッド挿入穴と、前記クランプ本体のうちの前記ピストン部における前記出力ロッドと反対
側の端部に対向しているヘッド側端壁部材にシリンダ孔内に突出状に設けられ且つ前記ロ
ッド挿入穴に挿入可能な補助ロッドと、前記ヘッド側端壁部材の内部に形成され且つ一端
部に加圧エアが供給されると共に他端部が排気通路に接続された第１加圧エア通路と、前
記ヘッド側端壁部材と補助ロッドの内部に形成され且つ一端部に加圧エアが供給されると
共に他端部が排気通路に接続された第２加圧エア通路と、前記補助ロッドと前記ヘッド側
端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第１加圧エア通路の途中部を開閉可能な第１開閉弁
機構であって、前記ピストン部材がアンクランプ位置に位置したときだけ開弁される第１
開閉弁機構と、前記補助ロッドと前記ヘッド側端壁部材の内部に組み込まれ且つ前記第２
加圧エア通路の途中部を開閉可能な第２開閉弁機構であって、前記ピストン部材がクラン
プ位置に位置したときだけ開弁される第２開閉弁機構とを備えたことを特徴としている。
【発明の効果】
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【００２２】
　請求項１の発明によれば、ピストン部材にロッド挿入穴を形成し、シリンダ本体のヘッ
ド側端壁部材にシリンダ孔内に突出状に且つロッド挿入穴に挿入可能に補助ロッドを設け
、このヘッド側端壁部材と補助ロッドの内部に第１加圧エア通路を形成し、前記ヘッド側
端壁部材の内部に第２加圧エア通路を形成し、これら第１，第２加圧エア通路の途中部を
開閉するアンクランプ位置とクランプ位置検出用の第１，第２開閉弁機構であって補助ロ
ッドとヘッド側端壁部材の内部に組み込まれた第１，第２開閉弁機構とを設けたので、ク
ランプ本体のシリンダ孔内のスペースとヘッド側端壁部材内のスペースとを有効活用して
第１，第２開閉弁機構を装備可能になり、クランプ本体を大型化することなく、アンクラ
ンプ位置とクランプ位置の両方を確実に検知可能になった。
【００２３】
　請求項２の発明によれば、第１，第２開閉弁機構が、収容穴と弁体と複数の球体とを共
有しているため、それらを共有しない場合と比べて、第１，第２開閉弁機構を小型化する
することができ、製作費を節減できる。
【００２４】
　請求項３の発明によれば、アンクランプ位置になったとき、弁体と複数の球体とロッド
挿入穴の内周壁部の第１カム部を介して、第１開閉弁機構を閉弁するため、簡単な構成で
確実に閉弁できる。
【００２５】
　請求項４の発明によれば、クランプ位置になったとき、弁体と複数の球体とロッド挿入
穴の内周壁部の第２カム部を介して、第２開閉弁機構を閉弁するため、簡単な構成で確実
に閉弁できる。
【００２６】
　請求項５の発明によれば、第１開閉弁機構が、環状弁座を有する弁座形成部材と、可動
弁体と、スプリングと、弁体に形成した環状段部とを備えるため、小型な構造の第１開閉
弁機構となる。
【００２７】
　請求項６の発明によれば、第２開閉弁機構は、弁体の先端の弁面と、収容穴の端部に螺
合された弁座部材とを備えるため、簡単で小型な構造の第２開閉弁機構となる。
【００２８】
　請求項７の発明によれば、第１加圧エア通路のエア圧からアンクランプ位置であること
を検知することができる。
　請求項８の発明によれば、第２加圧エア通路のエア圧からクランプ位置であることを検
知することができる。
【００２９】
　請求項９の発明によれば、旋回機構を備えた旋回式クランプ装置のアンクランプ位置と
クランプ位置とを検知可能になる。
　請求項１０の発明によれば、ピストン部の上側のクランプ用流体圧作動室に流体圧を供
給することでクランプ状態になり、ピストン部の下側のアンクランプ用流体圧作動室に流
体圧を供給することでアンクランプ状態になる。
【００３０】
　請求項１１の発明によれば、リンク式クランプ装置のアンクランプ位置とクランプ位置
とを検知可能になる。
　請求項１２の発明によれば、ピストン部の上側のアンクランプ用流体圧作動室に流体圧
を供給することでアンクランプ状態になり、ピストン部の下側のクランプ用流体圧作動室
に流体圧を供給することでクランプ状態になる。
　請求項１３の発明によれば、請求項１における第１，第２開閉弁機構の「閉弁」が「開
弁」に変更された点と、請求項１における第１，第２加圧エア通路が第２，第１加圧エア
通路に変更された点で請求項１と相違するのみであるから、基本的に請求項１と同様の効
果を奏する。
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施例１の旋回式クランプ装置の平面図である。
【図２】図１のクランプ装置（アンクランプ状態）の縦断面図である。
【図３】ピストン部材の要部正面図である。
【図４】図２のＡ部の拡大図である。
【図５】図１のクランプ装置（旋回中の状態）の縦断面図である。
【図６】図５のＢ部の拡大図である。
【図７】図１のクランプ装置（クランプ状態）の縦断面図である。
【図８】図７のＣ部の拡大図である。
【図９】図１のクランプ装置（フルストローク状態）の縦断面図である。
【図１０】図９のＤ部の拡大図である。
【図１１】実施例２の旋回式クランプ装置（旋回中の状態）の縦断面図である。
【図１２】図１１のXII －ＸII線断面図である。
【図１３】図１１のＥ部の拡大図である。
【図１４】実施例３のリンク式クランプ装置（アンクランプ状態）の縦断面図である。
【図１５】図１４のＦ部の拡大図である。
【図１６】図１４のクランプ装置（クランプ途中）の縦断面図である。
【図１７】図１６のＧ部の拡大図である。
【図１８】図１４のクランプ装置（クランプ状態）の縦断面図である。
【図１９】図１８のＨ部の拡大図である。
【図２０】図１４のクランプ装置（フルストローク状態）の縦断面図である。
【図２１】図２０のＩ部の拡大図である。
【図２２】実施例４のクランプ装置（アンクランプ状態）の縦断面図である。
【図２３】図２２のＪ部の拡大図である。
【図２４】図２２のクランプ装置（旋回中の状態）の縦断面図である。
【図２５】図２４のＫ部の拡大図である。
【図２６】図２２のクランプ装置（クランプ状態）の縦断面図である。
【図２７】図２６のＬ部の拡大図である。
【図２８】図２２のクランプ装置（フルストローク状態）の縦断面図である。
【図２９】図２８のＭ部の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、本発明を実施するための形態について実施例に基づいて説明する。
　尚、以下の実施例において「油圧」は圧縮油（加圧油）を意味する場合がある。
【実施例１】
【００３３】
　本実施例の旋回式クランプ装置１について、図１～図１０に基づいて説明する。
　この旋回式クランプ装置１は、油圧シリンダ２（流体圧シリンダに相当する）と、この
油圧シリンダ２の出力ロッド６の上端部に固定したクランプアーム３と、出力ロッド６を
その軸心回りに設定角度（本実施例では９０度）旋回させる旋回機構８とを備えている。
クランプアーム３の基端部が出力ロッド６のテーパ軸部６ａに外嵌されて出力ロッド６の
上端部に螺合させたナット３ａにより固定されている。
【００３４】
　この旋回式クランプ装置１は、出力ロッド６がアンクランプ状態（図２参照）から所定
ストローク以上退入した状態で、クランプアーム３によりクランプ対象物（ワーク）を下
方に押圧するクランプ状態（図７参照）になる。アンクランプ状態から図５に示す旋回中
の状態を経てクランプ状態に移行する際に、出力ロッド６がその軸心の回りに平面視にて
例えば反時計回り方向へ９０度旋回する。クランプ状態からアンクランプ状態に移動する
際には上記とは逆に時計回り方向へ９０度旋回する。尚、図１において、クランプアーム
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３（Ｘ）がクランプ状態のクランプアームを示し、クランプアーム３（Ｙ）がアンクラン
プ状態のクランプアームを示す。
【００３５】
　最初に、油圧シリンダ２について説明する。
　図２、図５、図７、図９に示すように、この油圧シリンダ２は、クランプ本体１０と、
ピストン部材４と、アンクランプ用の油圧作動室１２ａと、クランプ用の油圧作動室１２
ｂと、補助ロッド７と、第１，第２開閉弁機構２２，２３と、第１，第２加圧エア通路２
４，２５と、排気通路３３などを備えている。クランプ本体１０は、主シリンダ本体１０
Ａと、ヘッド側端壁部材１０Ｂとを有する。
【００３６】
　主シリンダ本体１０Ａは、平面視矩形の矩形シリンダ本体部１０ａと、この矩形シリン
ダ本体部１０ａの下端から下方へ延びる筒形の筒形シリンダ本体部１０ｂとを有する。矩
形シリンダ本体部１０ａの下端にベース部材１３の上面に据え付けるための据え付け面１
０ｃが形成されている。主シリンダ本体１０Ａは、４つのボルト孔１７に挿通される４本
のボルトでベース部材１３に固定される。
【００３７】
　クランプ本体１０には出力ロッド６が貫通するロッド孔９が形成され、このロッド孔９
は上部の小径孔９ａと、下部の大径孔９ｂとからなる。出力ロッド６は、小径孔９ａを貫
通してクランプ本体１０の上方へ延びる小径部６ｃと、この小径部６ｃの下端から下方へ
一体的に延び且つ大径孔９ｂに挿入された大径部６ｄとを備えている。筒形シリンダ本体
部１０ｂの内部には、シリンダ孔１１が大径孔９ｂの下端に連通するように形成され、こ
のシリンダ孔１１の下端側は、クランプ本体１０のうちの後述するピストン部５に対向し
ているヘッド側端壁部材１０Ｂで閉塞されている。
【００３８】
　ヘッド側端壁部材１０Ｂの上端部はシリンダ孔１１に連なる嵌合孔１１ａに嵌合されて
シール部材１０ｄでシールされている。ヘッド側端壁部材１０Ｂの下端部分に形成された
雄ネジ部１０ｍがネジ穴１０ｎに螺合され、ヘッド側端壁部材１０Ｂが筒形シリンダ本体
部１０ｂに固定されている。ヘッド側端壁部材１０Ｂの中心部分には、上方のシリンダ孔
１１内の上端近傍まで突出する補助ロッド７であって、シリンダ孔１１の直径の約１／４
～１／３の外径の補助ロッド７が一体形成されている。尚、補助ロッド７は、ヘッド側端
壁部材１０Ｂと別部材に形成して固定的に取り付けてもよい。
【００３９】
　旋回式クランプ装置１を取り付けるベース部材１３には装着穴２１が形成され、筒形シ
リンダ本体部１０ｂとヘッド側端壁部材１０Ｂが上方から装着穴２１に挿入装着されてい
る。
【００４０】
　次に、ピストン部材４について説明する。
　図２、図３に示すように、ピストン部材４は、シリンダ孔１１内に上下方向に摺動自在
に装着されたピストン部５と、このピストン部５から上方へクランプ本体１０外まで延び
る出力ロッド６と、ピストン部材４の基端側部分（下端側部分）の中心部分に基端（下端
）開放状に形成されたロッド挿入穴２０とを備えている。ピストン部５の外周部にはシー
ル部材５ａが装着されている。出力ロッド６の上端にはレンチ挿入用の六角穴６ｂが形成
されている。
【００４１】
　上記のロッド挿入穴２０は、下から順に、下端部の環状の第１カム部２０ａと小径穴２
０ｂと大径穴２０ｃと小径穴２０ｄとを有する。小径穴２０ｂと大径穴２０ｃと小径穴２
０ｄは、夫々、ロッド挿入穴２０の全高の約１／３の長さに形成されている。第１カム部
２０ａの内径は小径穴２０ｂ，２０ｄの内径よりも小径であり、小径穴２０ｂ，２０ｄは
大径穴２０ｃよりも小径である。前記補助ロッド７は、ロッド挿入穴０に挿入可能に形成
されている。
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【００４２】
　ここで、出力ロッド６の進退動作に連動して出力ロッド６（つまり、ピストン部材４）
をその軸心回りに設定角度（本実施例では９０度）旋回させる旋回機構８であって、出力
ロッド６の大径部６ｄとクランプ本体１０とに組み込まれた旋回機構８について説明する
。
【００４３】
　図２、図３に示すように、旋回機構８は、３つの保持穴８ａと、これら保持穴８ａに保
持された３つの鋼球８ｂと、３本のカム溝８ｃとを有する。大径孔９ｂの周壁部の下端近
傍部の周方向３等分位置に半球状の３つの保持穴８ａが形成され、大径部６ｄの外周壁部
には３つの保持穴８ａに保持された３つの鋼球８ｂが係合する３本のカム溝８ｃが形成さ
れている。カム溝８ｃは、出力ロッド６を９０°旋回させるための螺旋溝８ｄと、螺旋溝
８ｄの上端から上方へストレートに延びる直線溝８ｅとを有する。
【００４４】
　この旋回機構８により、ピストン部材４がアンクランプ位置（上限位置）からフルスト
ロークの約半分下降する際に、ピストン部材４が平面視にて反時計回り方向へ９０度旋回
し、その後旋回することなく下降する途中においてクランプ対象物の厚さに依存したクラ
ンプ位置になる。その反対に、クランプ位置からアンクランプ位置に切換える際には、上
記とは逆の動作で時計回り方向へ９０度旋回してアンクランプ位置になる。
【００４５】
　シリンダ孔１１はピストン部５で上下に仕切られ、ピストン部５の上側にクランプ用の
油圧作動室１２ｂが形成され、ピストン部５の下側にアンクランプ用の油圧作動室１２ａ
が形成されている。尚、上記の油圧作動室１２ａ，１２ｂが流体圧作動室に相当する。
　矩形シリンダ本体部１０ａには、油圧ポート１４，１５が形成され、油圧ポート１４は
クランプ本体１０に形成した油路１４ａにより油圧作動室１２ａに連通され、油圧ポート
１５はクランプ本体１０に形成した油路１５ａにより油圧作動室１２ｂに連通され、油圧
ポート１４，１５は油圧供給源（図示略）に油圧ホース等で接続される。
【００４６】
　第１加圧エア通路２４は、ヘッド側端壁部材１０Ｂと補助ロッド７の内部に形成され且
つ他端部が排気通路３３に接続されている。第２加圧エア通路２５は、ヘッド側端壁部材
１０Ｂの内部に形成され且つ他端部が排気通路３３に接続されている。第１加圧エア通路
２４の上流端にはエアホース２６に接続された接続金具２６ａが接続され、エアホース２
６は外部エア通路２６ｂを介して加圧エア供給源２７に接続され、外部エア通路２６ｂに
は圧力スイッチ２８（又は圧力センサ）が接続されている。
【００４７】
　第２加圧エア通路２５の上流端にはエアホース２９に接続された接続金具２９ａが接続
され、エアホース２９は外部エア通路２９ｂを介して加圧エア供給源２７に接続され、外
部エア通路２９ｂには圧力スイッチ３０（又は圧力センサ）が接続されている。加圧エア
供給源２７は制御ユニット３１により駆動制御される。
【００４８】
  前記第１，第２開閉弁機構２２，２３は、それらの軸心が同軸となるようにヘッド側端
壁部材１０Ｂと補助ロッド７の内部に夫々組み込まれている。第１開閉弁機構２２は、第
１加圧エア通路２４の途中部を開閉可能であり、ピストン部材４がアンクランプ位置に位
置したときだけ閉弁される。第２開閉弁機構２３は、第２加圧エア通路２５の途中部を開
閉可能であり、ピストン部材４がクランプ位置に位置したときだけ閉弁される。
【００４９】
　次に、第１，第２開閉弁機構２２，２３と第１，第２加圧エア通路２４，２５について
図２、図４に基づいて詳しく説明する。
　第１，第２開閉弁機構２２，２３は、補助ロッド７とヘッド側端壁部材１０Ｂに形成さ
れた収容穴３４と、この収容穴３４に可動に収容され且つ外周部に環状係合凹部３５ａを
有する弁体３５と、補助ロッド７に可動に装着されて環状係合凹部３５ａに係合可能な複
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数（例えば、３又は４個）の鋼球３６（球体）とを共有している。
【００５０】
　収容穴３４は、補助ロッド７とヘッド側端壁部材１０Ｂとを上下に貫通する状態に形成
され、上部の小径穴３４ａと、途中穴３４ｂと、中段部の中径穴３４ｃと、下部の大径穴
３４ｄと、下端部のネジ穴３４ｅなどを有する。弁体３５は、上半部の大径軸部３５ｂと
、中段部の中径軸部３５ｃと、下部の小径軸部３５ｄとを一体形成したものである。弁体
３５の大径軸部３５ｂが小径穴３４ａに摺動自在に装着され、シール部材３７でシールさ
れている。小径穴３４ａの上端にバネ受け部材３８が装着されて止め輪で抜け止めされ、
バネ受け部材３８と弁体３５の上端間に装着された圧縮スプリング３９により弁体３５が
下方へ付勢されている。
【００５１】
　弁体３５の大径軸部３５ｂの中段部には半断面が横向き台形状で且つ外側程広幅の環状
係合凹部３５ａが形成され、この環状係合凹部３５ａに部分的に係合する複数の鋼球３６
は、補助ロッド７に形成した複数の保持孔７ａに水平方向へ可動に装着され、弁体３５が
圧縮スプリング３９で下方へ付勢されている関係上、複数の鋼球３６は、常に環状係合凹
部３５ａの上部の部分円錐面に当接している。
【００５２】
　第１開閉弁機構２２は、弁座形成部材４０と、可動弁体４１と、圧縮スプリング４２と
、環状段部３５ｅとを備えている。弁座形成部材４０は途中穴３４ｂと中径穴３４ｃと大
径穴３４ｄに固定的に装着され、弁座形成部材４０の上端部には環状内鍔４０ａが形成さ
れ、この環状内鍔４０ａの下面に環状弁座４０ｂが形成されている。弁座形成部材４０の
大径部４０ｃが大径穴３４ｄに内嵌され、ネジ穴３４ｅに螺合された弁座部材４４で固定
されている。大径部４０ｃの環状の上端面はヘッド側端壁部材１０Ｂに密着している。
【００５３】
　弁体３５の小径軸部３５ｄが弁座形成部材４０に上から挿入され、環状内鍔４０ａの下
側において、可動弁体４１が小径軸部３５ｄに上下動可能に外装されて環状弁座４０ｂに
接近対向し、小径軸部３５ｄの下端部にはバネ受け部材４３が装着されて止め輪で抜け止
めされ、可動弁体４１とバネ受け部材４３の間において小径軸部３５ｄには圧縮スプリン
グ４２が外装され、可動弁体４１が環状弁座４０ｂの方へ弾性付勢されている。可動弁体
４１の内周部にはシール部材４１ａが装着されている。図４の状態では、中径軸部３５ｃ
と小径軸部３５ｄの境界の環状段部３５ｅと可動弁体４１との間には隙間があるため、第
１開閉弁機構２２は閉弁状態になっている。尚、環状段部３５ｅで可動弁体４１を下方へ
押動すれば第１開閉弁機構２２が開弁される。
【００５４】
　第１加圧エア通路２４は、Ｌ形通路２４ａと、弁座形成部材４０の外周近傍の筒状通路
２４ｂと、中径軸部３５ｃの外周側において弁座形成部材４０に形成された横断通路２４
ｃと、中径軸部３５ｃと環状内鍔４０ａの間の筒状通路２４ｄと、弁座形成部材４０の内
側の内側通路２４ｅとを備えている。第１加圧エア通路２４の下流端は、弁座形成部材４
０に形成した横断通路２４ｆを介して排気通路３３に接続され、排気通路３３は、接続金
具３２ａとエアホース３２と外部エア通路３２ｂを介して大気開放されている。
【００５５】
　筒状通路２４ｄと内側通路２４ｅとの境界部に、環状弁座４０ｂと可動弁体４１により
、第１開閉弁機構２２の開閉弁部が構成され、第１開閉弁機構２２が開弁状態のとき筒状
通路２４ｄと内側通路２４ｅとが連通し、第１加圧エア通路２４は全長に亙って連通状態
となり、エアホース２６から供給される加圧エアが排気通路３３へ排出される。第１開閉
弁機構２２が閉弁状態のとき、エアホース２６から供給される加圧エアが排気通路３３へ
排出されない。
【００５６】
　第２加圧エア通路２５は、弁座部材４４に形成した中心通路２５ａと、前記の内側通路
２４ｅとを備えており、第２加圧エア通路２５の下流端は前記の横断通路２４ｆを介して
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排気通路３３に接続されている。第２開閉弁機構２３は、弁体３５の先端（小径軸部３５
ｄの下端）に形成した弁面３５ｆと、この弁面３５ｆに接近対向する弁座４４ａであって
収容穴３４の端部を塞ぐ弁座部材４４の上端に形成された環状の弁座４４ａとを備え、弁
面３５ｆと弁座４４ａとで第２開閉弁機構２３の開閉弁部が構成されている。
【００５７】
　次に、以上説明したクランプ装置１の作用、効果について説明する。
　図２、図４はピストン部材４がアンクランプ位置（上限位置）にある状態を示す。第１
，第２加圧エア通路２４, ２５には加圧エア供給源２７から加圧エアが供給されている。
【００５８】
　このアンクランプ状態のとき、第１，第２開閉弁機構２２，２３の第１カム部２０ａが
複数の鋼球３６を補助ロッド７の軸心側へ押すため、それら鋼球３６によって弁体３５が
補助ロッド７に対して相対的に最大限上方へ押動され、環状段部３５ｅが可動弁体４１か
ら離れ、第１開閉弁機構２２が閉弁状態になる。このとき、圧力スイッチ２８の検出信号
は圧力「低」を示す信号から圧力「高」を示す信号に切換わるため、制御ユニット３１に
おいて、圧力スイッチ２８からの検出信号に基づいて、アンクランプ状態になったことを
検知することができる。
【００５９】
　このアンクランプ状態のとき、弁体３５は上方に移動しているため、第２開閉弁機構２
３の弁面３５ｆは弁座４４ａから離れた位置にあり、第２開閉弁機構２３は開弁状態を維
持し、圧力スイッチ３０の検出信号は圧力「低」を示す信号を維持する。
【００６０】
　次に、図５、図６に示すように、ピストン部材４が下降開始した旋回中の状態では、複
数の鋼球３６がロッド挿入穴２０の小径穴２０ｂの内周壁面に当接し、複数の鋼球３６が
僅かに外側へ移動するため、弁体３５が僅かに下降し、環状段部３５ｅが可動弁体４１を
下方へ押動するため、第１開閉弁機構２２は開弁状態に切換わり、圧力スイッチ２８の検
出信号は圧力「低」を示す信号になる。しかし、弁面３５ｆは弁座４４ａに当接していな
いため、第２開閉弁機構２３は開弁状態を維持し、圧力スイッチ３０の検出信号は圧力「
低」を示す信号を維持する。
【００６１】
　次に、図７、図８に示すように、ピストン部材４がアンクランプ位置から所定ストロー
ク以上下降し、クランプアーム３がクランプ位置になると、複数の鋼球３６が大径穴２０
ｃの内周壁面に当接して複数の鋼球３６が最大限外側へ移動するため、弁体３５は補助ロ
ッド７に対して相対的に最大限下降し、第１開閉弁機構２２は開弁状態を維持し、第２開
閉弁機構２３は閉弁状態に切換わる。尚、大径穴２０ｃの内周壁面が「第２カム部」に相
当する。それ故、圧力スイッチ２８の検出信号は圧力「低」を示す信号を維持し、圧力ス
イッチ３０の検出信号は圧力「高」を示す信号に切換わる。制御ユニット３１において、
圧力スイッチ３０の検出信号からクランプ状態になったことを検知することができる。
【００６２】
　次に、図９、図１０に示すように、ピストン部材４がクランプ位置からフルストローク
位置（下限位置）まで下降すると、複数の鋼球３６が小径穴２０ｄの内周壁面に当接する
ため、複数の鋼球３６が軸心側へ僅かに移動するため、弁体３５が僅かに押し上げられて
、旋回中と同様に、第１開閉弁機構２２が開弁状態を維持し、第２開閉弁機構２３が開弁
状態に切換わる。圧力スイッチ２８，３０の検出信号は、圧力「低」を示す信号になる。
【００６３】
　以上のように、第１開閉弁機構２２は、ピストン部材４がアンクランプ位置に位置して
いるときだけ閉弁し、それ以外の位置のときには開弁状態を維持する。第２開閉弁機構２
３は、ピストン部材４がクランプ位置に位置しているときだけ閉弁し、それ以外の位置の
ときには開弁状態を維持する。こうして、第１加圧エア通路２４のエア圧からアンクラン
プ状態を確実に検知することができ、第２加圧エア通路２５のエア圧からクランプ状態を
確実に検知することができる。
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【００６４】
　ピストン部材４にロッド挿入穴２０を形成し、ヘッド側端壁部材１０Ｂにシリンダ孔１
１内に突出する補助ロッド７を設け、このヘッド側端壁部材１０Ｂと補助ロッド７に第１
，第２加圧エア通路２４，２５を形成し、第１，第２開閉弁機構２２，２３をそれらの軸
心が同軸となるようにヘッド側端壁部材１０Ｂと補助ロッド７に組み込んだので、クラン
プ本体１０のシリンダ孔１１内のスペースを有効活用して第１，第２開閉弁機構２２，２
３を装備可能になり、クランプ本体１０を大型化することなく、アンクランプ位置とクラ
ンプ位置の両方を確実に検知可能になった。
【００６５】
　第１，第２開閉弁機構２２，２３が、収容穴３４と弁体３５と複数の球体３６とを共有
しているため、それらを共有しない場合と比べて、第１，第２開閉弁機構２２，２３を小
型化するすることができ、製作費を節減できる。アンクランプ位置になったとき、弁体３
５と複数の球体３６とロッド挿入穴２０の内周壁部の第１カム部２０ａを介して、第１開
閉弁機構２２を閉弁するため、簡単な構成で確実に閉弁できる。
【００６６】
　クランプ位置になったとき、弁体３５と複数の球体３６とロッド挿入穴２０の大径穴２
０ｃの内周壁部（第２カム部）を介して、第２開閉弁機構２３を閉弁するため、簡単な構
成で確実に閉弁できる。
　第１開閉弁機構２２が、環状弁座４０ｂを有する弁座形成部材４０と、可動弁体４１と
、スプリング４２と、弁体３５に形成した環状段部３５ｅとを備えるため、小型な構造の
開閉弁機構となる。
　第２開閉弁機構２３は、弁体３５の先端の弁面３５ｆと、収容穴３４の端部に螺合され
た弁座部材４４とを備えるため、簡単で小型な構造の開閉弁機構となる。
【００６７】
　次に、上記実施例を部分的に変更する変更形態について説明する。
　１）油圧シリンダ２の油圧作動室１２ａ，１２ｂの何れか１つを省略し、その皿バネ積
層体やコイルスプリング等のスプリング部材でアンクランプ用又はクランプ用の駆動力を
発生させるように構成してもよい。
【００６８】
　２）油圧シリンダ２に代えて加圧エアで駆動するエアシリンダを採用してもよく、本発
明は種々の流体圧シリンダを備えたクランプ装置に適用することができる。また、本発明
は、旋回式クランプ装置以外の種々の形式のクランプ装置にも同様に適用できる。
　３）第１，第２開閉弁機構２２，２３の構造は一例を示すものであり、第１，第２開閉
弁機構２２，２３の開閉弁部の構造としては、種々の構造（例えば、ポペット弁構造、ス
プール弁構造等）を採用可能である。
【実施例２】
【００６９】
　実施例２のクランプ装置１Ａについて、図１１～図１３に基づいて説明する。但し、前
記実施例と同一の部材に同一の符号を付して説明を省略し、異なる構成についてのみ説明
する。このクランプ装置１Ａにおいては、ロッド挿入穴２０Ａの構造が変更され、ロッド
挿入穴２０Ａの大径穴２０ｃの長さを調節可能に構成してある。
【００７０】
　油圧シリンダ２Ａのピストン部材４Ａの中心側部分にコア部材４６が装着され、このコ
ア部材４６は、筒状部４６ａと、この筒状部４６ａの上端から上方へ延びた細いロッド部
４６ｂとを備えている。ロッド挿入穴２０Ａには、大径穴２０ｃから上方へ延びた同径の
延長穴２０ｍが形成され、この延長穴２０ｍに筒状部４６ａが上下に可動に装着されてい
る。ロッド部４６ｂは、出力ロッド６Ａに形成されたロッド孔６ｅに上下に可動に装着さ
れている。　
【００７１】
　前記コア部材４６の筒状部４６ａには、大径穴２０ｃに連なる可動小径穴２０ｎであっ
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て小径穴２０ｂと同径の可動小径穴２０ｎが形成され、ロッド部４６ｂの上端部のネジ軸
部４６ｃがネジ穴６ｆに螺合され、ネジ軸部４６ｃの上端部には、六角穴６ｂからレンチ
を挿入可能な小六角穴４６ｄが形成されている。図１１は、コア部材４６を上限位置にし
た状態を示し、この状態でロッド挿入穴２０Ａの大径穴２０ｃは上下方向に所定長さを有
する。
【００７２】
　複数の鋼球３６が大径穴２０ｃの内周壁面に当接する限り、第２開閉弁機構２３が閉弁
状態になり、圧力スイッチ３０の検出信号は圧力「高」を示す信号になる。クランプ対象
物の厚さがほぼ一定であるため、ユーザーがクランプ状態を厳格に検知することを希望す
る場合には、小六角穴４６ｄとレンチを用いてコア部材４６の位置を下方に調節すること
で、第２開閉弁機構２３が閉弁状態になるクランプ検出領域を狭めることができる。尚、
第１，第２加圧エア通路２４，２５、第１，第２開閉弁機構２２，２３を含めてその他の
構成は、実施例１のものと同様である。
【実施例３】
【００７３】
　この実施例のクランプ装置１Ｂについて図１４～図２１に基づいて説明する。
　このクランプ装置１Ｂは、油圧シリンダ２Ｂの出力ロッド６Ｂの外端部に一端部がヒン
ジ結合されたクランプアーム３Ｂと、このクランプアーム３Ｂの途中部をクランプ本体１
０Ｂの枢支部１０ｃに連結するリンク部材３ｂを備えたリンク式クランプ装置である。リ
ンク部材３ｂの両端部はピン部材３ｃ，３ｄを介してピン結合されている。枢支部１０ｃ
は、クランプ本体１０Ｘの一端部の上端部から上方へ突出状に形成されている。
【００７４】
　クランプ本体１０Ｘには、ロッド挿通孔９Ｂと、このロッド挿通孔９Ｂの下端に連通し
たシリンダ孔１１Ｂが形成されている。ピストン部材４Ｂは、シリンダ孔１１Ｂに装着さ
れたピストン部５Ｂと、このピストン部５Ｂから上方へ延びてロッド挿通孔９Ｂからクラ
ンプ本体１０Ｘ外へ突出する出力ロッド６Ｂを備えている。クランプ本体１０Ｘは、シリ
ンダ孔１１Ｂの下端を塞ぐヘッド側端壁部材１０Ｈを有する。シリンダ孔１１Ｂ内に、ピ
ストン部５Ｂの下側のクランプ用油圧作動室１２ｃと、ピストン部５Ｂの上側のアンクラ
ンプ用油圧作動室１２ｄとが形成されている。
【００７５】
　ピストン部材４Ｂのピストン部側部分には端部開放状のロッド挿入穴２０Ｂが形成され
ている。ヘッド側端壁部材１０Ｈには、シリンダ孔１１Ｂ内へ突出状に設けられてロッド
挿入穴２０Ｂに挿入された補助ロッド７が形成されている。
　ロッド挿入穴２０Ｂは、上部の小径穴２０ｅと、中段部と下部の中径穴２０ｆと、下端
側部分の大径穴２０ｇと、下端部の環状の第３カム部２０ｈとを備えている。小径穴２０
ｅは中径穴２０ｆよりも小径であり、中径穴２０ｆは大径穴２０ｇよりも小径であり、第
３カム部２０ｈの内径は中径穴２０ｆと同径である。尚、小径穴２０ｅの内周壁面が「第
１カム部」に相当し、大径穴２０ｇの内周壁面が「第２カム部」に相当する。
【００７６】
　実施例１のクランプ装置１と同様に、このクランプ装置１Ｂは、第１，第２加圧エア通
路２４Ｂ，２５と、これら第１，第２加圧エア通路２４Ｂ，２５の途中部を夫々開閉可能
な第１，第２開閉弁機構２２，２３とを備えている。第１開閉弁機構２２は、ピストン部
材４Ｂがアンクランプ位置に位置したときだけ閉弁され、第２開閉弁機構２３は、ピスト
ン部材４Ｂがクランプ位置に位置したときだけ閉弁される。
【００７７】
　第１，第２加圧エア通路２４Ｂ，２５と、第１，第２開閉弁機構２２，２３は、基本的
に実施例１のものと同様のものであるので、同一の部材に同一の符号を付して説明を省略
し、異なる構成について簡単に説明する。
　弁体３５Ｂは、大径軸部３５ｂと中径軸部３５ｃと小径軸部３５ｄとを有し、中径軸部
３５ｃの下半部の外周部には周方向に適当間隔おきに複数の縦溝２４ｇが形成され、この
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中径軸部３５ｃの下端部が弁座形成部材４０の環状内鍔４０ａの中心穴に挿入されている
。
【００７８】
　第１加圧エア通路２４Ｂは、Ｌ形通路２４ａと、筒状通路２４ｂと、横断通路２４ｃと
、環状内鍔４０ａに挿入された複数の縦溝２４ｇと、内側通路２４ｅとを備えている。第
１開閉弁機構２２の可動弁体４１Ｂは筒体状に構成され、この可動弁体４１Ｂの内側にお
いて小径軸部３５ｄにシール部材４１ｂが装着されている。
【００７９】
　次に、クランプ装置１Ｂの作用、効果について簡単に説明する。
　図１４、図１５はアンクランプ状態のクランプ装置１Ｂを示す。ピストン部材４Ｂがア
ンクランプ位置（下限位置）に位置したとき、複数の鋼球３６が小径穴２０ｅの内周壁面
（第１カム部）に当接するため、複数の鋼球３６が弁体３５Ｂの軸心側へ押され、弁体３
５Ｂが上へ移動する。それ故、第１開閉弁機構２２が閉弁状態に切換わり、圧力スイッチ
２８の検出信号は圧力「高」を示す信号となる。また、第２開閉弁機構２３は開弁状態を
維持し、圧力スイッチ３０の検出信号は圧力「低」を示す信号となる。
【００８０】
　図１６、図１７は、ピストン部材４Ｂがクランプ位置に向って上昇する上昇途中の状態
を示す。このとき、複数の鋼球３６は中径穴２０ｆの内周壁面に当接するため、弁体３５
Ｂは僅かに下方へ移動し、第１開閉弁機構２２が開弁状態に切換わり、第２開閉弁機構２
３が開弁状態を維持する。それ故、圧力スイッチ２８，３０の検出信号は圧力「低」を示
す信号となる。
【００８１】
　図１８、図１９は、ピストン部材４Ｂがクランプ位置になった状態を示す。このとき、
複数の鋼球３６は、大径穴２０ｇの内周壁面（第２カム部に相当する）に当接するため、
弁体３５Ｂが下限位置まで下降し、第１開閉弁機構２２は開弁状態を維持し、第２開閉弁
機構２３は閉弁状態に切換わる。それ故、圧力スイッチ２８の検出信号は圧力「低」 を
示す信号となり、圧力スイッチ３０の検出信号は圧力「高」を示す信号となる。
【００８２】
　図２０、図２１は、ピストン部材４Ｂがフルストロークして上限位置になった状態を示
す。このとき、複数の鋼球３６は第３カム部２０ｈに当接し、第１，第２開閉弁機構２２
，２３は開弁状態を維持し、圧力スイッチ２８，３０の検出信号は圧力「低」を示す信号
となる。このように、第１開閉弁機構２２は、ピストン部材４Ｂがアンクランプ位置に位
置したときだけ閉弁し、第２開閉弁機構２３は、ピストン部材４Ｂがクランプ位置に位置
したときだけ閉弁する。その他、実施例１と同様の作用、効果を奏する。本実施例のクラ
ンプ装置１Ｂについても、実施例１と同様に、種々の変更形態を採用可能である。
【実施例４】
【００８３】
　本実施例のクランプ装置１Ｃについて、図２２～図２９に基づいて説明する。
　このクランプ装置１Ｃの第１，第２加圧エア通路２４Ｃ，２５Ｃと、第１，第２開閉弁
機構２２Ｃ，２３Ｃ以外の構成は、実施例１のクランプ装置１と同様であるので、同一の
部材に同一の符号を付して説明を省略する。ピストン部材４に形成されたロッド挿入穴２
０Ｃは、小径穴２０ｂと大径穴２０ｃと小径穴２０ｄとを有し、ロッド挿入穴２０Ｃの下
端部には大径穴２０ｃより大径の環状の第４カム部２０ｉが形成されている。
【００８４】
　次に、第１，第２開閉弁機構２２Ｃ，２３Ｃについて図２２、図２３に基づいて説明す
る。補助ロッド７、収容穴３４、弁体３５、複数の鋼球３６は、実施例１のものと同様で
ある。弁座形成部材４０Ｃの上端部分は筒部４０ｄに形成され、この筒部４０ｄに弁体３
５の中径軸部３５ｃが挿通され、中径軸部３５ｃと筒部４０ｄの間には筒状通路５６が形
成されている。
【００８５】
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　可動弁体４１は小径軸部３５ｄに上下に可動に装着され、圧縮スプリング４２により上
方へ付勢されている。弁座部材４４Ｃは弁座形成部材４０Ｃの下部内に収容される弁ケー
ス４４ｂを有し、弁ケース４４ｂの上端壁には挿通穴４４ｃが形成され、弁ケース４４ｂ
内には上下方向に可動の小弁体４８が収容されている。小弁体４８の弁軸部４８ａが挿通
穴４４ｃを挿通して上方へ突出し、小弁体４８は圧縮スプリング４９で上方へ付勢され、
小弁体４８の上端は小径軸部３５ｄの下端に接近対向している。小弁体４８の外周部には
複数の縦溝が形成されている。
【００８６】
　第１開閉弁機構２２Ｃは、ピストン部材４がアンクランプ位置に位置したときだけ開弁
するように構成されている。この第１開閉弁機構２２Ｃは、弁体３５の小径軸部３５ｄと
、弁ケース４４ｂと、小弁体４８とを備えており、第１開閉弁機構２２Ｃの開閉弁部は、
弁ケース４４ｂの上端壁の下面の環状の弁座５０に小弁体４８の環状の弁面４８ｂが当接
すると閉弁状態となり、弁面４８ｂが弁座５０から下方へ離れると開弁状態となる。
【００８７】
　第２開閉弁機構２３Ｃは、ピストン部材４がクランプ位置に位置したときだけ開弁する
ように構成されている。この第２開閉弁機構２３Ｃは、上開閉弁部２３ａと下開閉弁部２
３ｂとを備えている。上開閉弁部２３ａは、筒部４０ｄの上端の環状弁座５１と、大径軸
部３５ｂの下端の環状の弁面５２とからなる。下開閉弁部２３ｂは筒部４０ｄの下端の環
状弁座４０ｂと、可動弁体４１の上端の環状弁面４１ｂとからなる。
【００８８】
　第１加圧エア通路２４Ｃは、弁座部材４４Ｃの下部通路５３と、弁ケース４４ｂ内の内
部通路５４と、弁軸部４８ａの外周側の環状通路（挿通穴４４ｃの外周側部分）と、弁座
形成部材４０の内側の内側通路２４ｅとを備えている。第２加圧エア通路２５Ｃは、Ｌ形
通路２４ａと、弁座形成部材４０Ｃの外周側の筒状通路２４ｂと、筒部４０ｄの外周側の
環状通路５５と、中径軸部３５ｃの外周側の筒状通路５６と、弁座形成部材４０Ｃの内側
の内側通路２４ｅとを備えている。内側通路２４ｅは横断通路２４ｆを介して排気通路３
３に接続されている。
【００８９】
　図２２、図２３は、ピストン部材４がアンクランプ位置にある状態を示し、このとき、
複数の鋼球３６が第４カム部２０ｉに当接するまで外側へ移動するため、弁体３５が最大
限下降する。その結果、第１開閉弁機構２２Ｃは開弁状態になるため、第１加圧エア通路
２４Ｃが全体に亙って連通し、圧力スイッチ２８の検出信号は圧力「低」を示す信号にな
る。第２開閉弁機構２３Ｃにおいては、下開閉弁部２３ｂは開弁状態になるが、上開閉弁
部２３ａが閉弁状態になるため、圧力スイッチ３０の検出信号は圧力「高」を示す信号に
なる。
【００９０】
　図２４、図２５は、ピストン部材４がアンクランプ位置から下降開始した旋回中の状態
を示し、このとき、複数の鋼球３６が小径穴２０ｂの内周壁面に当接するため、弁体３５
が最大限上方へ移動する。その結果、第１開閉弁機構２２Ｃが閉弁状態になるため、圧力
スイッチ２８の検出信号は圧力「高」を示す信号になる。第２開閉弁機構２３Ｃの上開閉
弁部２３ａは開弁状態となるが、下開閉弁部２３ｂが閉弁状態となるため、圧力スイッチ
３０の検出信号は圧力「高」を示す信号になる。
【００９１】
　図２６、図２７は、ピストン部材４がアンクランプ位置から所定ストローク以上下降し
、クランプ位置になった状態を示し、このとき、複数の鋼球３６が大径穴２０ｃの内周壁
面に当接するため、弁体３５が僅かに下降する。その結果、第１開閉弁機構２２Ｃは閉弁
状態を維持するため、圧力スイッチ２８の検出信号は圧力「高」を示す信号になる。第２
開閉弁機構２３Ｃにおいては、下開閉弁部２３ｂも上開閉弁部２３ａも開弁状態になるた
め、第２加圧エア通路２５Ｃが全体に亙って連通状態となり、圧力スイッチ３０の検出信
号は圧力「低」を示す信号になる。
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　図２８、図２９は、ピストン部材４がフルストローク下降して下限位置になった状態を
示し、このとき、複数の鋼球３６が小径穴２０ｄの内周壁面に当接するため、弁体３５が
僅かに上昇する。その結果、第１開閉弁機構２２Ｃが閉弁状態を維持するため、圧力スイ
ッチ２８の検出信号は圧力「高」を示す信号になる。第２開閉弁機構２３Ｃにおいては、
上開閉弁部２３ａは開弁状態となるが、下開閉弁部２３ｂが閉弁状態になるため、圧力ス
イッチ３０の検出信号は圧力「高」を示す信号になる。
　その他、実施例１と同様の作用、効果を奏する。本実施例のクランプ装置１Ｃについて
も、実施例１と同様に、種々の変更形態を採用可能である。
【符号の説明】
【００９３】
１，１Ａ～１Ｃ　クランプ装置
２，２Ａ～２Ｃ　油圧シリンダ
３，３Ｂ　　　　クランプアーム
３ｂ　　　　　　リンク部材
４，４Ａ，４Ｂ　ピストン部材
５，５Ｂ　　　　ピストン部
６，６Ａ，６Ｂ　出力ロッド
７　　　　　　　補助ロッド
８　　　　　　　旋回機構
１０，１０Ｘ　　クランプ本体
１１，１１Ｂ　　シリンダ孔
１２ａ，１２ｄ　アンクランプ用油圧作動室
１２ｂ，１２ｃ　クランプ用油圧作動室
２０，２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ　ロッド挿入穴
２０ａ　　　　　第１カム部
２０ｃ，２０ｇ　大径穴（第２カム部）
２０ｅ　　　　　小径穴（第１カム部）
２２，２２Ｃ　　第１開閉弁機構
２３，２３Ｃ　　第２開閉弁機構
２４，２４Ｂ，２４Ｃ　第１加圧エア通路
２５，２５Ｃ　　　　　第２加圧エア通路
３３　　　　　　排気通路
３４　　　　　　収容穴
３５，３５Ｂ　　弁体
３５ａ　　　　　環状係合凹部
３５ｅ　　　　　環状段部
３５ｆ　　　　　弁面
３６　　　　　　鋼球（球体）
４０，４０Ｃ　　弁座形成部材
４１，４１Ｂ　　可動弁体
４２　　　　　　圧縮スプリング
４４　　　　　　弁座部材
４４ａ　　　　　弁座
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